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告    示 

那覇市末吉老人福祉センター、那覇市壺川老人福祉センター及び那

覇市辻老人憩の家の指定管理者の指定について（ちゃーがんじゅう課） 

那覇市告示第 558 号  

令和６年３月 15 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市末吉老人福祉センター、那覇市壺川老人福祉センター及び那覇市 

辻老人憩の家の指定管理者の指定について 

 

 

那覇市末吉老人福祉センター、那覇市壺川老人福祉センター及び那覇市辻老人憩

の家の管理を行わせる指定管理者の指定について、地方自治法(昭和 22 年法律第

67 号)第 244 条の２第６項の規定に基づき、令和６年２月那覇市議会定例会におい

て議決を得ましたので、那覇市老人福祉センター条例(平成 17 年那覇市条例第 39

号)第 15 条第４項及び那覇市老人憩の家条例(平成 17 年那覇市条例第 43 号)第 15

条第４項の規定に基づき、次のとおり告示します。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 指定管理を行わせる公の施設 

 

 

２ 指定管理者となる団体 

 名 称  社会福祉法人 陽風会 

 所在地  那覇市牧志３丁目８番 10号 

 代表者  理事長 高良 健 

 

３ 指定期間 

 令和６年４月１日から令和 11年３月 31日まで 
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那覇市小禄老人福祉センター及び那覇市小禄児童館並びに那覇市識名老人福祉セ

ンター及び那覇市識名児童館の指定管理者の指定について（ちゃーがんじゅう課） 

那覇市告示第 566 号  

令和６年３月 18 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市小禄老人福祉センター及び那覇市小禄児童館並びに那覇市識名    

老人福祉センター及び那覇市識名児童館の指定管理者の指定について 

 

 

 

那覇市小禄老人福祉センター及び那覇市小禄児童館並びに那覇市識名老人福祉セ

ンター及び那覇市識名児童館の管理を行わせる指定管理者の指定について、地方自

治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の２第６項の規定に基づき、令和６年２月那

覇市議会定例会において議決を得ましたので、那覇市老人福祉センター条例(平成

17年那覇市条例第 39号)第 15条第４項及び那覇市児童館及び児童遊園条例(平成 17

年那覇市条例第 40号)第 15条第４項の規定に基づき、次のとおり告示します。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 指定管理を行わせる公の施設 

 

 

２ 指定管理者となる団体 

 名 称  社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会 

 所在地  那覇市金城３丁目５番地４ 

 代表者  会長 川満 正人 

 

３ 指定期間 

 令和６年４月１日から令和 11年３月 31日まで 
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てんぶす那覇の指定管理者の指定について（商工農水課） 

 

那覇市告示第 574 号  

令和６年３月 19 日  

掲 示 済  

 

 

てんぶす那覇の指定管理者の指定について 

 

 

てんぶす那覇の指定管理者の指定について、地方自治法第 244 条の２第６項

の規定に基づき、令和６年（2024 年）２月那覇市議会定例会において同意され

ましたので、てんぶす那覇条例第 19 条第４項の規定に基づき、次のとおり告

示します。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 管理を行わせる公の施設 

  名 称  てんぶす那覇 

  位 置  那覇市牧志３丁目２番 10号 

 

２ 指定管理者となる団体 

名 称  ミライ那覇創造共同事業体 

  所在地  那覇市小禄１丁目６番 17号 

代表者  株式会社平良商会 代表取締役 平良 一郎 

 

３ 指定期間 

  令和６年４月１日から令和 16年３月 31日まで 
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那覇市総合福祉センターの指定管理者の指定について（福祉政策

課） 

那覇市告示第 571 号  

令和６年３月 19 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市総合福祉センターの指定管理者の指定について 

 

 

那覇市総合福祉センターの管理・運営を行わせる指定管理者の指定について、

地方自治法（平成 22年法律第 67号）第 244条の２第６項の規定に基づき令和６年

２月那覇市議会定例会において議決を得たので、那覇市総合福祉センター条例（平

成 17年条例第 45号）第 17条第４項の規定により、次のとおり告示する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 
 
１ 指定管理を行わせる公の施設 
 
  名 称 那覇市総合福祉センター 
  所在地 那覇市金城３丁目５番地４ 
 
 
２ 指定管理者となる団体 
 
  名 称 社会福祉法人那覇市社会福祉協議会 
  所在地 那覇市金城３丁目５番地４ 
  代表者 会長 川満 正人 
 
 
３ 指定期間 令和６年４月１日から令和 11年３月 31日まで 
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那覇市パレット市民劇場及び那覇市民ギャラリー指定管理者の指定

について（文化振興課） 

那覇市告示第 576 号  

令和６年３月 21 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市パレット市民劇場及び那覇市民ギャラリー指定管理者の指定について 

 

 

 那覇市パレット市民劇場及び那覇市民ギャラリーの指定管理者の指定について、

地方自治法第 244条の２第６項の規定に基づき、令和６年２月那覇市議会定例会に

おいて同意されましたので、那覇市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関

する条例第７条第２項の規定に基づき、次のとおり告示します。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 
 

１ 施設名 

  （１）那覇市パレット市民劇場 

  （２）那覇市民ギャラリー  

 

２ 指定管理者 

   那覇市久茂地１丁目１番１号 

パレットグループ 

   代表者 久茂地都市開発株式会社 代表取締役社長 我那覇 学 

 

３ 指定期間 

   令和６年４月１日から令和７年３月 31日まで（１年間） 
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令和５年度那覇市一般会計補正予算（第９号）（財政課） 

那覇市告示第４号  

令和６年４月１日  

 

 

令和６年(2024 年)２月那覇市議会定例会で議決された令和５年度那覇市一般会

計補正予算(第９号)の要領は次のとおりである。 

 

 

                            那覇市長 知念 覚 

 

 

令和５年度那覇市一般会計補正予算(第９号) 

 

 

令和５年度那覇市の一般会計の補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 281,328千円を追加し、歳 

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 185,558,774千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入 

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 既定の繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為の追加、変更及び廃止は、「第３表 債務負担行為補 

正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 既定の地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 
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令和６年度那覇市一般会計予算（財政課） 

 

那覇市告示第５号  

令和６年４月１日  

 

 

令和６年（2024 年）２月那覇市議会定例会で議決された令和６年度那覇市一般

会計予算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

令和６年度那覇市一般会計予算 

 

 

令和６年度那覇市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 174,789,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 214条の規定により債務を負担す

る行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」

による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第 230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」によ

る。  

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、27,000,000千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生

じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
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第１表 歳入歳出予算 
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令和６年度那覇市病院事業債管理特別会計予算（財政課） 

 

那覇市告示第６号  

令和６年４月１日  

 

 

令和６年（2024年）２月那覇市議会定例会で議決された令和６年度那覇市病院事

業債管理特別会計予算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

令和６年度那覇市病院事業債管理特別会計予算 

 

 

令和６年度那覇市の病院事業債管理特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 525,192千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

第１表 歳入歳出予算 
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那覇市歴史博物館料金徴収事務委託について（文化財課） 

 

那覇市告示第７号  

令和６年４月１日  

 

 

那覇市歴史博物館料金徴収事務委託について 

 

 

 標記の件について、地方自治法第 243条の２第２項により告示する。 

 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

１ 委託事務の名称   那覇市歴史博物館料金徴収事務委託 

※徴収する料金は、次のア及びイである。 

ア 那覇市歴史博物館を観覧する者から徴収する観覧料 

イ 那覇市歴史博物館にて販売する書籍の代金 

 

２ 受託者の住所    那覇市久茂地１丁目１番１号 

 

３ 受託者の名称    株式会社流通アシスト 

 

４ 指 定 日    令和６年３月14日 

 

５ 委 託 期 間    令和６年４月１日～令和７年３月31日 
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令和６年度那覇市一般廃棄物処理実施計画について（環境政策課） 

 

那覇市告示第８号  

令和６年４月１日  

 

 

令和６年度那覇市一般廃棄物処理実施計画について 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第６条第１項の規

定に基づき、令和５年度那覇市一般廃棄物処理実施計画を次のように定めたので、

那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例（平成5年那覇市条例第15

号）第18条第2項の規定により告示する。 

 

 

那覇市長 知念 覚 
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令和５年度那覇市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）（ちゃ

ーがんじゅう課） 

那覇市告示第９号  

令和６年４月１日  

 

 

令和６年（2024年）２月那覇市議会定例会で議決された令和５年度那覇市介護保

険事業特別会計補正予算（第３号）の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

令和５年度那覇市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 

令和５年度那覇市の介護保険事業特別会計の補正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 797,260千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 30,858,288千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 既定の地方債の廃止は、「第２表 地方債補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 
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令和６年度那覇市介護保険事業特別会計予算（ちゃーがんじゅう

課） 

那覇市告示第 10 号  

令和６年４月１日  

 

 

令和６年（2024 年）２月那覇市議会定例会で議決された令和６年度那覇市介護

保険事業特別会計予算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

令和６年度那覇市介護保険事業特別会計予算 

 

令和６年度那覇市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 30,786,159千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 220条第２項ただし書の規定によ

り歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

(１) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内で

のこれらの経費の各項の間の流用 

 

第１表 歳入歳出予算 
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令和５年度那覇市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）

（国民健康保険課） 

那覇市告示第 11 号  

令和６年４月１日  

 

 

令和６年（2024 年）２月那覇市議会定例会で議決された令和５年度那覇市国民

健康保険事業特別会計補正予算（第５号）の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

令和５年度那覇市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号） 

 

 

 令和５年度那覇市の国民健康保険事業特別会計の補正予算（第５号）は、次に定

めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 678,412千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 40,372,584千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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令和５年度那覇市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）（国

民健康保険課） 

那覇市告示第 12 号  

令和６年４月１日  

 

 

令和６年（2024年）２月那覇市議会定例会で議決された令和５年度那覇市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 知念 覚 

 

令和５年度那覇市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ69,870千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,893,922千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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令和６年度那覇市国民健康保険事業特別会計予算（国民健康保険

課） 

那覇市告示第 13 号  

令和６年４月１日  

 

 

令和６年（2024 年）２月那覇市議会定例会で議決された令和６年度那覇市国民健

康保険事業特別会計予算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

令和６年度那覇市国民健康保険事業特別会計予算 

 

 

 令和６年度那覇市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 38,918,814千円と定める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 214条の規定により債務を負担す

る行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」

による。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

(１) 保険給付費及び保健事業費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場

合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
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令和６年度那覇市後期高齢者医療特別会計予算（国民健康保険課） 

 

那覇市告示第 14 号  

令和６年４月１日  

 

 

令和６年（2024 年）２月那覇市議会定例会で議決された令和６年度那覇市後期

高齢者医療特別会計予算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

令和６年度那覇市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 

令和６年度那覇市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,697,962千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 
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那覇市保健所手数料収納業務、総合案内業務及び食品営業施設の巡

回指導業務に関する委託契約について（生活衛生課） 

那覇市告示第 15 号  

令和６年４月１日  

 

 

那覇市保健所手数料収納業務、総合案内業務及び食品営業施設の巡回 

指導業務に関する委託契約について 

 

 

 標記の件について、地方自治法第243条の２第２項により告示する。 

 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

１ 委託事務の名称  那覇市保健所手数料収納業務、総合案内業務及び食品営業 

施設の巡回指導業務に関する委託契約 

 

２ 受託者の住所   浦添市安波茶３丁目５番２号 

           安波茶交差点ビル103号室 

 

３ 受託者の名称   一般社団法人 沖縄県食品衛生協会 

会長 佐久本 武 

 

４ 指 定 日   令和６年３月13日 

 

５ 委 託 期 間   令和６年４月１日～令和７年３月31日 
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令和５年度那覇市土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）

（まちなみ整備課） 

那覇市告示第 16 号  

令和６年４月１日  

 

 

 令和６年（2024年）２月那覇市議会定例会で議決された令和５年度那覇市土地区

画整理事業特別会計補正予算（第１号）の要領は、次のとおりである。     

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

   令和５年度那覇市土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 

 令和５年度那覇市の土地区画整理事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ465千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,500千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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令和６年度那覇市土地区画整理事業特別会計予算（まちなみ整備

課） 

那覇市告示第 17 号  

令和６年４月１日  

 

 

令和６年（2024年）２月那覇市議会定例会で議決された令和６年度那覇市土地 

区画整理事業特別会計予算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

令和６年度那覇市土地区画整理事業特別会計予算 

 

 

 令和６年度那覇市の土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,052千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 
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令和５年度那覇市市街地再開発事業特別会計補正予算（第１号）

（まちなみ整備課） 

那覇市告示第 18 号  

令和６年４月１日  

 

 

 令和６年（2024 年）２月那覇市議会定例会で議決された令和５年度那覇市市街

地再開発事業特別会計補正予算（第１号）の要領は、次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

令和５年度那覇市市街地再開発事業特別会計補正予算（第１号） 

 

令和５年度那覇市の市街地再開発事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 62 千円を増額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 348,072千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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令和６年度那覇市市街地再開発事業特別会計予算（まちなみ整備

課） 

那覇市告示第 19 号  

令和６年４月１日  

 

 

 令和６年（2024年）２月那覇市議会定例会で議決された令和６年度那覇市市街地

再開発事業特別会計予算の要領は、次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

令和６年度那覇市市街地再開発事業特別会計予算 

 

 令和６年度那覇市の市街地再開発事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ316,967千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 
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令和５年度那覇市水道事業会計補正予算（第１号）（上下水道局企

画経営課） 

那覇市告示第 20 号  

令和６年４月１日  

 

 

令和６年（2024年）２月那覇市議会定例会で議決された令和５年度那覇市水道

事業会計補正予算（第１号）の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和５年度那覇市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 

（総則） 

第１条 令和５年度那覇市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 令和５年度那覇市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定

めた業務の予定量のうち、（２）年間総配水量「38,500,000 ㎥」を「37,755,000

㎥」に、（３）一日平均配水量「105,479㎥」を「103,438㎥」に改める。 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

る額 2,769,912 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

109,510 千円、減債積立金 197,498 千円、建設改良積立金 1,054,989 千円及び

過年度分損益勘定留保資金 1,407,915 千円」を「資本的収入額が資本的支出額
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に対し不足する額 2,698,129 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額 103,586 千円、減債積立金 197,498 千円、建設改良積立金 962,803 千円

及び過年度分損益勘定留保資金 1,434,242 千円」に改め、資本的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第５条 予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 
 

（たな卸資産購入限度額） 

第６条 予算第８条中「51,835千円」を「47,430千円」に改める。 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１８５７号   2024（令和６）年４月１日 

 71 

 

令和５年度那覇市下水道事業会計補正予算（第１号）（上下水道局

企画経営課） 

那覇市告示第 21 号  

令和６年４月１日  

 

 

令和６年（2024年）２月那覇市議会定例会で議決された令和５年度那覇市下水

道事業会計補正予算（第１号）の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和５年度那覇市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 

（総則） 

第１条 令和５年度那覇市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 令和５年度那覇市下水道事業会計予算（以下｢予算｣という。）第２条に定

めた業務の予定量のうち、（２）年間総排水量「35,312,000 ㎥」を「35,069,000

㎥」に、（３）一日平均排水量「96,745㎥」を「96,079㎥」に改める。 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額 999,727 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 60,702 千円、

過年度分損益勘定留保資金 677,027 千円及び当年度分損益勘定留保資金 261,998

千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,005,016 千円は当
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年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 45,718 千円、減債積立金

224,957 千円、過年度分損益勘定留保資金 452,734 千円及び当年度分損益勘定留

保資金 281,607 千円」に改め、支出中第４項を第５項とし、「第４項その他資本

的支出」を加え、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

 

（企業債） 

第５条 予算第６条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。 

 
 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第６条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 
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令和６年度那覇市水道事業会計予算（上下水道局企画経営課） 

 

那覇市告示第 22 号  

令和６年４月１日  

 

令和６年（2024年）２月那覇市議会定例会で議決された令和６年度那覇市水道

事業会計予算の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 知念 覚  

 

令和６年度那覇市水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和６年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (１)給水戸数                      170,500戸 

 (２)年間総配水量                 38,500,000㎥ 

 (３)一日平均配水量                   105,479㎥ 

 (４)主要な建設改良事業 

水道施設整備事業                936,380千円 

                               

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収  入 

 第１款 水道事業収益               8,197,439千円 

  第１項 営業収益                7,605,112千円 

  第２項 営業外収益                 592,326千円 

  第３項 特別利益                        1千円 

 

支  出 

 第１款 水道事業費用               8,046,724千円 

  第１項 営業費用                7,950,148千円 

  第２項 営業外費用                  75,176千円 

  第３項 特別損失                    1,400千円 

  第４項 予備費                     20,000千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額 1,614,299千円は当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額 88,624千円、減債積立金 164,138千円、建設改良積立

金 827,959千円及び過年度分損益勘定留保資金 533,578千円で補てんするも
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のとする｡)。 

収  入 

 第１款 資本的収入                  564,367千円 

  第１項 補助金                    66,000千円 

  第２項 他会計負担金                 25,769千円 

  第３項 他会計貸付金償還金             267,484千円 

  第４項 投資有価証券償還金              99,657千円 

  第５項 その他資本的収入              105,457千円 

    

支  出 

 第１款 資本的支出                2,178,666千円 

  第１項 建設改良費               1,108,809千円 

  第２項 企業債償還金                164,138千円 

  第３項 投資                   887,800千円 

  第４項 その他資本的支出               12,919千円 

  第５項 予備費                     5,000千円 

   

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり

と定める。 
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（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 

(１)営業費用、営業外費用及び特別損失  

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のう

ち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら

以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければ

ならない。 

(１)職員給与費                   970,687千円 

 (２)交際費                          56千円 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第８条 たな卸資産の購入限度額は、99,304千円と定める。 
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令和６年度那覇市下水道事業会計予算（上下水道局企画経営課） 

 

那覇市告示第 23 号  

令和６年４月１日  

 

 

令和６年（2024年）２月那覇市議会定例会で議決された令和６年度那覇市下水

道事業会計予算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

令和６年度那覇市下水道事業会計予算 

 

 

（総則） 

第１条 令和６年度下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (１)使用戸数                      162,600戸 

 (２)年間総排水量                 35,587,900㎥ 

 (３)一日平均排水量                    97,501㎥ 

(４)主要な建設改良事業 

    公共下水道整備事業               882,568千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                 収  入 

 第１款 下水道事業収益              5,864,482千円 

  第１項 営業収益                4,684,954千円 

  第２項 営業外収益               1,179,527千円 

  第３項 特別利益                          1千円 

                 支  出 

 第１款 下水道事業費用              5,587,910千円 

  第１項 営業費用                5,343,126千円 

  第２項 営業外費用                 223,804千円 

  第３項 特別損失                     980千円 

  第４項 予備費                    20,000千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額

が資本的支出額に対し不足する額 1,061,280 千円は当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額 64,107 千円、過年度分損益勘定留保資金 706,452 千

円及び当年度分損益勘定留保資金 290,721千円で補てんするものとする。）。 

                 収  入 

 第１款 資本的収入                1,497,387千円 

  第１項 企業債                  695,900千円 

第２項 補助金                   501,440千円 

  第３項 他会計負担金                299,421千円 

  第４項 その他資本的収入                  626千円 

                 支  出 

 第１款 資本的支出                2,558,667千円 

  第１項 建設改良費               1,565,498千円 

  第２項 企業債償還金               885,168千円 

  第３項 投資                    103,000千円 

  第４項 その他資本的支出                  1千円 

  第５項 予備費                     5,000千円 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり

と定める。 
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(企業債) 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとお

りと定める。 

 
 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 

(１)営業費用、営業外費用及び特別損失 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金

額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会

の議決を経なければならない。 

(１)職員給与費                   606,190千円 
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公    告 

 

都市計画の図書の写しの縦覧について（都市計画課） 

 

那覇市公告第 733 号  

令和６年２月 29 日  

掲 示 済  

 

 

都市計画の図書の写しの縦覧について 

 

 

 沖縄県知事から都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 62 条第１項の規定によ

り、那覇広域都市計画道路９・７・１号沖縄都市モノレールの事業計画認可に伴う

図書の写しの送付を受けたので、同法第 62条第２項及び同法施行規則第 49条の規

定により、次のとおり当該図書の写しを公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

都市計画の種類：那覇広域都市計画道路 

都市計画の名称：９・７・１号沖縄都市モノレール 

 

 

縦 覧 場 所：那覇市都市みらい部都市計画課（那覇市役所９階） 
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都市計画の図書の写しの縦覧について（都市計画課） 

 

那覇市公告第 734 号  

令和６年２月 29 日  

掲 示 済  

 

 

都市計画の図書の写しの縦覧について 

 

 

 沖縄県知事から都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 62 条第１項の規定によ

り、那覇広域都市計画都市高速鉄道１号沖縄都市モノレールの事業計画認可に伴う

図書の写しの送付を受けたので、同法第 62条第２項及び同法施行規則第 49条の規

定により、次のとおり当該図書の写しを公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

都市計画の種類：那覇広域都市計画都市高速鉄道 

都市計画の名称：１号 沖縄都市モノレール 

 

 

縦 覧 場 所：那覇市都市みらい部都市計画課（那覇市役所９階） 
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都市計画の案に関する公聴会の開催について（都市計画課） 

那覇市公告第 825 号  

令和６年３月 15 日  

掲 示 済  

 

 

都市計画の案に関する公聴会の開催について 

 

 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第16条第１項の規定により、都市計画の案

に関する公聴会を開催するので、那覇市都市計画公聴会要綱第２条の規定により、

次のとおり公告し、当該都市計画の原案を公衆の縦覧に供する。 

なお、本市に住所を有する者、当該都市計画について利害関係を有する者等は、

同要綱第４条の規定により、公述を申し出ることができる。 

 

 

那覇市              

上記代表者 那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 都市計画の原案の種類及び名称 

那覇広域都市計画用途地域の変更（那覇具志頭線沿道地区） 

 

２ 都市計画の原案に係る区域 

那覇市字上間及び字仲井真地内 

 

３ 公聴会の開催の日時及び場所 

 開催日時：令和６年４月５日（金）午後７時 

 開催場所：那覇市役所 10階 1001会議室（那覇市泉崎１丁目１番１号） 
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「那覇市高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線更新事業実施設

計業務委託契約」に係る制限付一般競争入札について（消防局情報指令課） 

那覇市公告第１号  

令和６年４月１日  

 

 

「那覇市高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線更新事業 

実施設計業務委託契約」に係る制限付一般競争入札について 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条第 1 項に基づき、制限付一般競

争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の６

及び那覇市契約規則（平成 26年那覇市規則第 59号）第４条の規定により、次のと

おり公告する。 

 

那覇市長 知念 覚  

 

１ 入札に付する事項 

（１）件  名 那覇市高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線更新事

業実施設計業務委託契約 

（２）履行場所 那覇市消防局管轄管内全域 

（３）履行内容 別紙仕様書のとおり 

（４）履行期間 契約締結日から令和７年３月 31日 

 

２ 入札参加資格条件 

（１）地方自治法施行令第 167条の４第１項の規定に該当しないこと。 

（２）地方自治法施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められ

た者にあっては、本市の入札に参加させない期間が経過していること。 

（３）営業に関し法令上資格等が必要とする場合にあってはそれらの資格等を有し

ていること。 

（４）入札に参加しようとする年の１月１日において引き続き２年以上同種の営業

を営んでおり、かつ、現在も引き続き営業していること。 

（５）市町村税等を滞納していないこと。 

（６）那覇市暴力団排除条例（平成 24年那覇市条例第１号）第２条第１号に規定

する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず又は関係し

ていないこと。 

（７）以前において、消防指令システムまたは消防救急デジタル無線の設計業務の

経験のある技術者の配置が行えること。 

（８）沖縄県内に本社又は営業所等があること。 

 

３ 参加資格の確認 

 入札への参加を希望する者については、参加資格の確認を行うので、入札参加資

格審査申請書、印鑑証明書（原本）、業務実績調書、誓約書（市指定様式）、市町村

税等完納証明書（写し可）、財務諸表（写し可）、登記事項証明書（履歴事項全部証

明書、写し可）を令和６年４月８日までに提出して下さい。郵送での提出の場合に
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おいても提出期限までに必着でお願いします。 

印鑑証明書、完納証明書、登記事項証明書は３ヵ月以内に取得したものを提出

して下さい。 

 

４ 仕様書等の配布期間及び配布方法 

（１）配布期間 令和６年４月 1日（月）から令和６年４月５日（金） 

※土日祝日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後 1時を除く） 

（２）配布方法 那覇市消防局にて受け取り又は那覇市ホームページに掲載する仕

様書等をダウンロードして下さい。 

         ※ＦＡＸ、郵送での配布は行いません。 

 

５ 入札日時及び場所 

（１）日時 令和６年４月 11日（木）午後３時から 

（２）場所 那覇市消防局５階作戦会議室（那覇市銘苅２丁目３番８号） 

 

６ 入札時提出書類 

（１）入札書（市指定様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市指定様式） 

   ※市指定様式は、那覇市ホームページよりダウンロードして下さい。 

 

７ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 入札金額の 100分の５以上の金額を納付すること。ただし、那

覇市契約規則第８条各号のいずれかに該当するときは免除する。 

（２）契約保証金 那覇市契約規則第 30 条各号のいずれかに該当するときは免除

するが、落札者が正当な理由なく契約を履行しないときは、契約金額の 100

分の 10以上に相当する金額を違約金として納付しなければならない。 

 

８ 入札の無効 

 那覇市契約規則第 14条各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

 

９ 最低賃金遵守誓約書の提出 

 契約を締結した者は、契約締結後、速やかに市指定様式の最低賃金遵守誓約書を

提出すること。 

 

10 その他 

 郵送による入札は認めません。提出された書類は返却いたしません。 

 

11 問い合わせ先 

那覇市消防局情報指令課 担当 喜名 TEL 868-9911 FAX 868-9912 
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消防局訓令 

 

那覇市消防吏員ワッペン規程の一部を改正する訓令 

 

那覇市消防局訓令第１号  

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  

公 表 済  

 

 

 

那覇市消防吏員ワッペン規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

 

那 覇 市 消 防 局  

局長 照屋 雅浩  
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   那覇市消防吏員ワッペン規程の一部を改正する訓令 

 

 那覇市消防吏員ワッペン規程(令和 2年 2月 4日消防局訓令第 1号)の一部を次の

ように改正する。 

 

 

 

   付 則 

 この訓令は、令和 6年 4月 1日から施行する。 
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那覇市消防局事務専決規程の一部を改正する訓令 

 

那覇市消防局訓令第２号  

令 和 ６ 年 ３ 月 ８ 日  

公 表 済  

 

 

 

那覇市消防局事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

那 覇 市 消 防 局  

局長 照屋 雅浩  
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   那覇市消防局事務専決規程の一部を改正する訓令 

 

 那覇市消防局事務専決規程(令和 2 年 10 月 28 日消防局訓令第 18 号)の一部を次

のように改正する。 

 

 

   付 則 

 この訓令は、令和 6年 4月 1日から施行する。 
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那覇市消防職員の勤務時間等に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

那覇市消防局訓令第３号  

令 和 ６ 年 ３ 月 ８ 日  

公 表 済  

 

 

 

那覇市消防職員の勤務時間等に関する訓令の一部改正する訓令を次のように定

める。 

 

 

 

那 覇 市 消 防 局  

局長 照屋 雅浩  
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   那覇市消防職員の勤務時間等に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

 那覇市消防職員の勤務時間等に関する訓令(平成23年3月23日消防本部訓令第4号)

の一部を次のように改正する。 

 

 

 

   付 則 

 この訓令は、令和 6年 4月 1日から施行する。 
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上下水道局告示 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

那覇市上下水道局告示第 50 号  

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

 

 那覇市下水道条例第 16 条に基づき次のとおり異動があるので、那覇市排水設備

指定工事店規程第 10条により公示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  屋比久 猛義  

 

 

   指定（登録）番号  第 470 号 

   指定工事店名    妙ライフコンサルト 

   営業所所在地    南風原町字新川 202－８（102） 

代表者氏名     金城 妙子 

有効期間    自 令和６年４月１日 

           至 令和 11年３月 31日 

   異動年月日     令和６年１月 31日 

   異動事由      営業所所在地変更 
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那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

 

那覇市上下水道局告示第 51 号  

令 和 ６ 年 ３ 月 1 5 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

 

 

 

那覇市下水道条例第 11 条に基づき、次のとおり新規に指定したので、那覇市排

水設備指定工事店規程第 10条により告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  屋比久 猛義  

 

 

   指定（登録）番号  第 566 号 

   指定工事店名    サンコウ設備工業 

   営業所所在地    糸満市西崎町３丁目 27番地メゾンボナール 201号室 

代表者氏名     山根 孝幸 

有効期間    自 令和６年３月７日 

           至 令和 10年３月 31日 
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那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

 

那覇市上下水道局告示第 52 号  

令 和 ６ 年 ３ 月 1 5 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

 

 那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第 10 条第１項第１号の規定に基づき、

別紙のとおり告示する。  

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  屋比久 猛義  
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教育委員会規則 

那覇市学校運営協議会規則 

 

那覇市教育委員会規則第２号  

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日  

 

 

那覇市学校運営協議会規則を次のように定める。 

 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会  

教育長  山 城 良 嗣  
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那覇市学校運営協議会規則 

 

(趣旨) 

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第

162号。以下「法」という。)第47条の5第1項、第4項、第7項及び第10項の規定

に基づき、同条第1項に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設

置その他協議会について必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 対象学校 法第47条の5第2項第1号に規定する対象学校をいう。 

(2) 児童生徒 対象学校に在籍する児童又は生徒をいう。 

(3) 保護者 児童生徒の保護者をいう。 

(4) 地域住民等 保護者以外の者であって、対象学校が所在する地域の住民又

は対象学校の運営に資する活動を行うものをいう。 

(5) 小中一貫教育グループ 義務教育の期間を連続した教育課程として捉え一

貫した教育活動を実施する小学校及び中学校の組合せとして教育委員会が定

めるものをいう。 

(設置) 

第3条 那覇市立の小学校及び中学校のうち教育長が指定をする1の学校(2以上の学

校につき1の指定があった場合にあっては、当該指定に係る2以上の学校)ごとに

1の協議会を設置する。 

2 教育長は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定の対象と

なる学校の校長の意見を聴くものとする。 

3 教育長は、第1項の指定をしたときは、当該指定をした対象学校の校長に対し、

その旨を通知するものとする。 

 (協議会の運営方針) 

第4条 協議会は、対象学校の運営に対する保護者及び地域住民等の支援及び協力

の促進並びに対象学校の運営の改善及び児童生徒の健全育成に努めるものとす

る。 

(法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項) 

第5条 法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 

(1) 教育目標 

(2) 学校運営方針 

(3) 組織編制 

(4) その他対象学校の校長が必要と認める事項 

(法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項等) 

第6条 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 

 (1) 対象学校の運営の基本的な方針の実現に資する職員の任用に関する事項 

(2) 対象学校の教育上の課題を踏まえた職員の任用に関する事項 

2 協議会は、法第47条の5第7項の規定により任命権者に対して意見を述べるとき

は、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。 
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 (評価) 

第7条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営の状況等に関する評価を行うも

のとする。 

(組織等) 

第8条 協議会は、委員7人以内(2以上の対象学校に設置された1の協議会にあって

は、16人以内)で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民等 

(3) 有識者 

(4) 社会教育法第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員 

(5) 対象学校の校長 

(6) 対象学校に勤務する教職員(校長を除く。)のうちから校長が指名した者 

(7) 前各号に掲げる者のほか教育長が適当と認める者 

(任期) 

第9条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。 

(委員の解任) 

第10条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することが

できる。 

(1) 本人から辞任の申出があった場合 

(2) 第15条の規定に違反する行為があると認められる場合 

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合 

2 教育長は、前項(第1号を除く。)の規定により委員を解任する場合には、当該委

員に対し、その理由を示さなければならない。 

(会長及び副会長) 

第11条 協議会に会長を置き、委員(第8条第2項第5号又は第6号に掲げる者のうち

から委員に任命された者を除く。)のうちから、委員が選挙する。 

2 会長は、協議会の会議を招集し、議事を掌る。 

3 協議会に副会長を置き、委員の互選により選出する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を

行うものとする。 

(会議) 

第12条 協議会の会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき

議案をあらかじめ委員に通知して行う。ただし、緊急を要する場合においては、

この限りでない。 

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによ

る。 

4 対象学校の校長は、法第47条の5第4項に規定する承認については、その議事の

議決に加わることができない。 

5 委員は、自己の利害に関する議事に参与することができない。 

(小中一貫全体会議) 

第13条 同一の小中一貫教育グループに属する対象学校の協議会が複数ある場合に

は、当該複数の協議会は、相互に密接な連携を図るための合同の会議(以下この

条及び次条第1項において「小中一貫全体会議」という。)を開催するものとす
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る。 

2 小中一貫全体会議の議長は、各協議会の会長の互選により選出する。 

3 小中一貫全体会議の議長は、全体会議を招集し、議事を掌る。 

(会議の公開) 

第14条 会議及び小中一貫全体会議(以下この条において「会議等」という。)は、

公開とする。ただし、必要があるときは、会議等の議決を経て非公開とするこ

とができる。 

2 会議等を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長又は議長に申し出なければな

らない。 

3 会長又は議長は、会議等の進行を妨げる行為をする傍聴人を退場させることが

できる。 

(委員の服務等) 

第15条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も

同様とする。 

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。 

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用するこ

と。 

(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(指導及び助言) 

第16条 教育長は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指

導及び助言を行うものとする。 

2 教育長は、委員が協議会及び自身の役割及び責任を正確に理解できるようにす

るために必要な、研修等を行うものとする。 

3 教育長及び対象学校の校長は、協議会が適正な運営を行うことができるよう必

要な情報の提供に努めなければならない。 

(庶務) 

第17条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。ただし、2以上の対象学校

に設置された1の協議会の庶務については、当該2以上の対象学校の校長が協議

して定める学校において処理する。 

(補則) 

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。 

 

付 則 

この規則は、令和6年4月1日から施行する。 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１８５７号   2024（令和６）年４月１日 

 97 

 

那覇市立小学校及び中学校管理運営規則の一部を改正する規則 

 

那覇市教育委員会規則第３号  

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日  

 

 

那覇市立小学校及び中学校管理運営規則の一部を改正する規則を次のように定

める。 

 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会  

教育長  山 城 良 嗣  

 

 

 

 

那覇市立小学校及び中学校管理運営規則の一部を改正する規則 

 

那覇市立小学校及び中学校管理運営規則(平成 2 年那覇市教育委員会規則第 1

号)の一部を次のように改正する。 

 

 

 

   付 則 

 この規則は、令和 6年 4月 1日から施行する。 
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那覇市就学援助規則の一部を改正する規則 

 

那覇市教育委員会規則第４号  

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日  

 

 

那覇市就学援助規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会  

教育長  山 城 良 嗣  

 

 

 

那覇市就学援助規則の一部を改正する規則 

 

那覇市就学援助規則(平成 17 年那覇市教育委員会規則第 4 号)の一部を次のよう

に改正する。 

 

 

 

付 則 

 この規則は、令和 6年 4月 1日から施行する。 
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正    誤 

那覇市公報第 1854 号の正誤 

 

○那覇市公報第1854号の正誤 

2024（令和６）年２月15日付け那覇市公報第1854号の那覇市上下水道局規程第

３号について、次のとおり訂正する。 
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